
社労士が顧問先等へのマイナンバーカード取得促進を行った件数を公開します！！

登録フォームから顧問先等への
マイナンバーカード促進件数を回答

「マイナンバーカード取得促進特設サイト」１０月４日公開予定

10月10日,11日はデジタルの日です。デジタル化推進の取組みが社会全体として注目される日で
あり、マイナンバーカードの普及促進を社労士の使命として取り組む姿を、広く国民や政府に発
信する絶好の機会です。ぜひ、多くの会員の皆様の登録をお待ちしています。

公開用特設サイトのメインイメージが
普及活動件数に応じて変化していきます

＜登録フォームはこちら＞
スマートフォンからも簡単に回答できます！

※10月４日からご登録いただけます
https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/714/Default.aspx
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